
 

 
平成 25年 12月２日 

 

行 政 評 価 局 調 査 の 実 施 

 
 

 

 

 

○ 食育の推進に関する政策評価 
  食育の推進に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの観点から総合
的に評価を行い、関係行政の今後の在り方の検討に資するために実施 

 
○ 医師等の確保対策に関する行政評価・監視 

医師等確保対策の推進を図る観点から、国等による医師等確保対策の実施状況、医師等の勤務環
境改善対策の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

 
○ 道路交通安全対策（自転車安全対策）に関する行政評価・監視 

国民の安全・安心を確保する観点から、道路交通安全対策のうち、自転車の利用ルールの周知と
安全教育の実施状況、自転車通行空間の整備状況、自転車利用者の交通違反等に対する指導取締り
の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

 
○ 温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業に関する行政評価・監視 
  事業の効果的かつ効率的な実施を確保する観点から、エネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する
国庫補助事業を抽出して、温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業の全体概要及び個別の補助
事業の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

 
 

 
 

 総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」に基づき、行政評価局調査を重点的かつ計画的に
実施しています。 
 今回、平成 25年 12月から実施する下記４テーマの計画について公表します。 

連絡先 
＜食育の推進に関する政策評価＞ 
 行政評価局法務・外務・文部科学等担当評価監視官室 
 担当：仲里 
 電話（直通）：03-5253-5449、ＦＡＸ：03-5253-5457 
 
＜医師等の確保対策に関する行政評価・監視＞ 
 行政評価局厚生労働等担当評価監視官室 
 担当：田中 
 電話（直通）： 03-5253-5453、ＦＡＸ：03-5253-5457 
 
＜道路交通安全対策（自転車安全対策）に関する行政評価・監視＞ 

行政評価局法務・外務・文部科学等担当評価監視官室 
 担当：高橋、杉生 
 電話（直通）：03-5253-5450、ＦＡＸ：03-5253-5457 
 
＜温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業に関する行政評価・監視＞ 
 行政評価局農林水産・環境・防衛担当評価監視官室 
 担当：大藪 
 電話（直通）：03-5253-5439、ＦＡＸ：03-5253-5443 
 
＜行政評価局調査全般について＞ 
 行政評価局総務課 
 担当：高橋 
電話（直通）：03-5253-5407、ＦＡＸ：03-5253-5412 

※ インターネットでのお問合せについては、以下の総務省ＨＰで受け付けております。 
https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html


  

主要調査項目と調査の視点 

１ 食育の推進に関する政策の現状 

２ 食育の推進に関する政策の効果の発現状況  

食育の推進に関する政策評価 

○ 食育の推進に関する各種施策の実施状況を把握   

○   第１次食育推進基本計画
（対象期間：平成18～22年度）に
おいて掲げられている数値目
標９項目のうち、７項目が未
達成 

○ 現在、第２次食育推進基本
計画（対象期間：平成23～27年

度）において、数値目標11項
目を掲げて施策を実施 

○ 近年、国民の食生活における栄養の
偏りや、肥満、生活習慣病の増加、食
の安全の確保等様々な課題が指摘 

○ 食育基本法（平17法63）に基づき設置
された食育推進会議（会長：内閣総理大

臣）は、食育に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するため「食育推進基
本計画」を策定し、関係府省庁におい
て食育の推進に関する各種施策を展開 

○ 食育の推進に関
する政策について、
総体としてどの程
度効果を上げてい
るかなどの総合的
な観点から評価を
行い、関係行政の
今後の在り方の検
討に資するため実
施 

 
 

主要調査対象 

内閣府、消費者庁、総務省、法務省、外務省、文部科学
省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
及び環境省 

 都道府県、市町村、関係団体等 

調査実施期間 

   平成25年12月～27年３月（予定） 

調査の背景 

○ 各種施策の実施により、食育の推進に関する効果が発現しているか等を 
 分析   

調査対象機関 

関連調査等対象機関 



 
 
 
 
 

調査の背景 

主要調査項目と調査の視点 

１ 国及び都道府県における医師の確保対策の実施状況   

２ 国及び都道府県における看護師等の確保対策の実施状況 

医師等の確保対策に関する行政評価・監視 

 
 

 
 
 

○ 医師不足状況等の把握状況、地域医療支援センターにおける事業の実施状況及び実施体制、関係機関 
  との連携状況等を調査  

○ 看護師等の需給の把握状況、離職防止対策、定着促進・再就業支援の実施状況、関係機関との連携状 
  況等を調査 

３ 国及び都道府県における医師等の勤務環境改善対策の実施状況  

○ 医師等の負担軽減対策及び労働条件改善対策の実施状況等を調査  

○ 国は、医師確保等のため、

医学部の入学定員増を図

るとともに都道府県に地域

医療支援センターを設置。

また、看護師等の定着促

進・再就業支援等を実施 

○ しかし、医師等の確保は、

引き続き喫緊の課題 

○ 医師不足（平成22年の調
査では約2.4万人不足）及び
医師の地域間・診療科間偏
在が顕在化 

○ 看護師等についても、平
成27年に約1.5万人不足の
見通し 

 

○ 医師等確保対策の推進

を図る観点から、国等に

よる医師等確保対策の実

施状況、医師等の勤務環

境改善対策の実施状況

等を調査し、関係行政の

改善に資するために実施 

 
 

主要調査対象 

厚生労働省、文部科学省、総務省 

調査対象機関  

関連調査等対象機関  

都道府県、医師等養成施設（大学等）、
医療機関、関係団体等 

調査実施期間 
平成25年12月～26年11月（予定） 



  

調査の背景 

主要調査項目と調査の視点 

１ 自転車の利用ルールの周知及び安全教育の実施状況 

２ 自転車通行空間の整備状況 

道路交通安全対策（自転車安全対策）に関する行政評価・監視 

○ 自転車の交通安全対策の推進状況、学校等における自転車安全教育の実施状況等を調査  

○ 自転車道、自転車専用通行帯等の整備状況、普通自転車歩道通行可の交通規制の見直しの実施状 
  況等を調査 

３ 自転車利用者の交通違反等に対する指導取締りの実施状況 

○ 自転車指導啓発重点地区・路線等での自転車利用者に対する指導取締りの実施状況等を調査  

○ 関係府省は、自転車は車両であること 

 の徹底を図る総合的な対策（平成23年10   

 月警察庁交通局長通達）や「安全で快適 

 な自転車利用環境創出ガイドライン」（平  

 成24年11月国土交通省・警察庁）を策定 

○ 平成24年中の全交通事故約66.5万件   

 のうち、自転車関連事故は約13.2万件で  

 約２割を占め、割合は増加傾向、自転車 

 対歩行者の事故は10年前の1.3倍 

○ 自転車は、国民の身近な交通 

 手段として、多様な利用者層に 

 多様な用途で利用され、近年の 

 健康志向等による利用ニーズの 

 高まり 

○ 他方、自転車利用者の交通 

 ルール遵守意識は十分に浸透し 

 ておらず、危険な走行に対する 

 社会的批判の高まり 

○ 国民の安全・安心を 

 確保する観点から、道  

 路交通安全対策のう    

  ち、自転車安全対策 

  の実施状況を調査し、 

 関係行政の改善に資 

 するために実施 

 
 

主要調査対象 

内閣府、国家公安委員会（警察庁）、
国土交通省、文部科学省 

調査対象機関  

関連調査等対象機関  
都道府県・市町村（教育委員会を含む。）、
都道府県公安委員会（都道府県警察）、 
関係団体等 

調査実施期間 
平成25年12月～26年９月（予定） 



調査の背景

主要調査項目と調査の視点

１ 温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業の全体概要 

２ 個別の補助事業の実施状況

温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業に関する行政評価・監視 

○ 温室効果ガスの排出削減に資するものとして国が実施してきた補助事業について全体的な概要を調査

○ 事業の効果の発現状況・検証状況を調査

○ 事業の費用対効果を調査

○ 採択事業における法規遵守状況を調査

○ しかし、温室効果ガス排出量の
約９割を占めるエネルギー起源 
ＣＯ２の排出量は、京都議定書の
基準年（1990年）と比べ増加 

○ 我が国は京都議定書第２約束期
間（2013年～2020年）に参加しな
いものの、引き続き、地球温暖化
対策に積極的に取り組む方針 

○ 地球温暖化対策について
は、政府全体として毎年１
兆円規模の予算を措置 

○ 京都議定書（注１）第１約
束期間（2008年～2012年）
については京都議定書の目
標（注２）達成の見込み 

○ 事業の効果的かつ効率的な
実施を確保する観点から、エ
ネルギー起源ＣＯ２の排出削
減に資する国庫補助事業を抽
出して、各事業の効果の発現
状況や検証状況などを調査し、
関係行政の改善に資するため
に実施 

主要調査対象

環境省、経済産業省、 
国土交通省、農林水産省 

調査対象機関 

関連調査等対象機関 

  国庫補助事業者

調査実施期間 
平成25年12月～26年11月（予定） 

（注１）  1997年12月に京都で開催されたＣＯＰ３（気候変動枠組条約第３回締約国会議）において採択された議定書 
（注２） 我が国は、温室効果ガスの総排出量を基準年（原則1990年）比で６％削減
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（注） 内閣府公表資料

食育の推進に関する政策評価 資料１
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（注）「平成 24年度食育推進施策」（食育白書）から抜粋した。 

食育の推進に関する政策評価 資料２ 
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○ 「病院等における必要医師数実態調査の概況」（平成 22年９月 29日厚生労働省）（抜粋）

医師等の確保対策に関する行政評価・監視 資料１ 

（注１）平成 22年６月１日現在で、全国の病院及

び分娩取扱い診療所（10,262施設）を対象に

全国統一的な方法により、各医療機関が必要と

考えている医師数を調査したもので、結果は、

医療機関から提出された人数をそのまま集計

している。 

（注２） 

現員医師数：調査時点において、医療機関に従

事している初期臨床研修医以外の

医師数を常勤換算したもの 

必要医師数：地域医療において、現在、医療機

関が担うべき診療機能を維持する

ために確保しなければならない医

師数
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＊需給見通しに基づいた看護職員の確保を図るため、看護職員確保に資する基本的資料として、平成２３年から平
成２７年までの５年間の看護職員需給見通しを平成22年12月に策定。 
＊看護職員需給見通しを着実に実施していくため、｢定着促進｣、｢再就業支援｣、｢養成促進｣などの看護職員確保等
について一層の推進を図ることが必要不可欠。 

（単位：人、常勤換算） 

区  分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

需 要 見 通 し 1,404,300 1,430,900 1,454,800 1,477,700 1,500,900 

①  病 院  899,800 919,500 936,600 951,500 965,700 

② 診 療 所  232,000 234,500 237,000 239,400 242,200 

③ 助 産 所  2,300 2,300 2,400 2,400 2,400 

④ 
訪 問 看 護 
ス テ ー シ ョ ン 

28,400 29,700 30,900 32,000 33,200 

⑤ 介 護 保 険 関 係 153,300 155,100 157,300 160,900 164,700 

⑥ 
社会福祉施設、在宅
サービス(⑤を除く) 

19,700 20,400 20,900 21,500 22,100 

⑦ 
看 護 師 等 
学 校 養 成 所 

17,600 17,700 17,700 17,800 17,900 

⑧ 保 健 所 ・ 市 町 村 37,500 37,600 37,800 38,000 38,200 

⑨ 事業所、研究機関等 13,800 14,000 14,100 14,300 14,500 

供 給 見 通 し 1,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300 1,486,000 

①  年 当 初 就 業 者 数 1,320,500 1,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300 

② 新 卒 就 業 者 数 49,400 50,500 51,300 52,400 52,700 

③ 再 就 業 者 数 123,000 126,400 129,600 133,400 137,100 

④ 
退 職 等 に よ る 
減 少 数 

144,600 145,900 147,900 149,900 152,100 

需要見通しと供給見通しの差 56,000 51,500 42,400 29,500 14,900 

（供給見通し／需要見通し） 96.0% 96.4% 97.1% 98.0% 99.0% 

注）四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。 

第 七 次 看 護 職 員 需 給 見 通 し   医師等の確保対策に関する
行政評価・監視 資料２

※「第33回社会保障審議会医療部会」（平成25年10月４日）の厚生労働省資料から抜粋4
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道路交通安全対策（自転車安全対策）に関する行政評価・監視 資料
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温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業に関する行政評価・監視 資料 

① 我が国の温室効果ガス排出量

（注）「2011 年度（平成 23 年度）の温室効果ガス排出量（確定値）＜概要＞」（環境省・独立 

行政法人国立環境研究所公表資料）による。 

② 温室効果ガスの排出量の基準年（1990 年）との比較

京都議定書の基準年 

［シェア］ 

2011年度 

（基準年比）［シェア］ 

合計 
1,261 

［100％］ 

1,308 

（＋3.7％）［100％］ 

二酸化炭素（ＣＯ２） 
1,144 

［90.7％］ 

1,241 

（＋8.4％）［94.9％］ 

エネルギー起源 
1,059 

［84.0％］ 

1,173 

（＋10.8％）［89.7％］ 

非エネルギー起源 
85.1 

［6.7％］ 

67.6 

（－20.5％）［5.2％］ 

メタン（ＣＨ４） 
33.4 

［2.6％］ 

20.3 

（－39.2％）［1.6％］ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 
32.6 

［2.6％］ 

21.6 

（－33.7％）［1.7％］ 

代替フロン等３ガス 
51.2 

［4.1％］ 

25.1 

（－50.9％）［1.9％］ 

（単位：百万ｔ－ＣＯ２換算） 

（注）「2011 年度（平成 23 年度）の温室効果ガス排出量（確定値）＜概要＞」（環境省・独立 

行政法人国立環境研究所公表資料）に基づき当省が作成した。
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